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三
月
二
十
六
日
、
青
森
県
水
産
ビ
ル
に
お

い
て
、
小
型
い
か
釣
漁
業
ス
ル
メ
イ
カ
Ｔ
Ａ

Ｃ
管
理
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
冒
頭
、
植

村
委
員
長

(

県
漁
連
会
長)

が

｢

小
型
い
か

釣
ス
ル
メ
イ
カ
Ｔ
Ａ
Ｃ
制
度
に
つ
い
て
は
、

正
確
な
採
捕
量
の
把
握
に
あ
た
り
、
日
頃
漁

獲
報
告
や
管
理
等
に
つ
い
て
ご
協
力
を
頂
い

て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
た
い
。｣

と
挨
拶
を
述
べ
た
後
、
事
務
局

か
ら
平
成
十
四
年
度
の
漁
獲
実
績
及
び
平
成

十
五
年
度
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
説
明
が

な
さ
れ
た
。

漁
獲
実
績
で
は
、
漁
獲
目
標
十
二
万
ト
ン

に
対
し
実
績
が
七
万
二
千
ト
ン
で
六
十
％
、

そ
の
内
青
森
県
の
漁
獲
実
績
は
一
万
八
千
ト

ン
で
全
体
の
二
十
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
漁
獲
可
能
量
は
昨
年
と
同
じ
十
二

万
ト
ン
が
目
標
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
平
成
十
五
年
度
、
魚
種
別
漁
獲
可

能
量
は
次
の
と
お
り � ����� �������� �
注１) 小型するめいか釣り漁業 (国管理分) 151,000は可能量120,000に予備分31,000を加算した数字
注２) ( ) 内は平成14年における最終見直し後の配分量
注３) さんま及びずわいがにについては､ 本県で漁獲される数量が少なく､ 資源に与える影響が微小

であると判断されることから､ 国から配分を受けておらず､ 操業規制及び採捕量の報告の必要
はない｡

注４) 漁獲禁止とする場合には､ ｢０｣ と数量が明示される｡
注５) 管理の対象となる期間は､ さんま､ まあじ､ まいわし､ まさば及びごまさばでは平成15年１月

～12月､ すけとうだらでは平成15年４月～平成16年３月､ ずわいがにでは平成15年７月～平成
16年６月である｡

第１種特定

海洋生物資源

ＴＡＣ (トン)

国 管 理 分 (トン) 青森県管理分

さ ん ま 334,000
(310,000) さんま漁業 240,000

(230,000)
―――
(―――)

す け と う だ ら 315,000
(338,000) 沖合底びき網漁業 177,000

(191,000)
若 干
(若 干)

ま あ じ 304,000
(352,000) 大中型まき網漁業 130,000

(156,000)
若 干
(若 干)

ま い わ し 100,000
(342,000) 大中型まき網漁業 若 干

(181,000)
若 干
(若 干)

まさば及びごまさば 512,000
(693,000) 大中型まき網漁業 303,000

(420,000)
若 干
(若 干)

ず わ い が に 6,445
( 6,775)

沖合底びき網漁業
及びずわいがに漁業

4,482
( 4,555)

―――
(―――)

す る め い か 530,000
(530,000)

沖合底びき網漁業 60,000
( 60,000)

若 干
(若 干)

大中型まき網漁業 16,000
( 16,000)

中型いか釣り漁業 148,000
(148,000)

小型するめいか釣り漁業
(総トン数５トン以上～30トン未満)

151,000
(151,000)


